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議案第５号 

 

 

 令和５年度練馬区登録文化財について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和６年２月１日 

 

    提出者 教育長  堀  和 夫 

 

 

 

 令和５年度練馬区登録文化財について 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり登録するものとする。 
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令和５年度練馬区登録文化財について 

 

 

令和６年１月 17 日付け、練馬区文化財保護審議会答申（別紙 1）に基づき 

次の文化財を、令和５年度新規登録文化財とする。 

今回の登録により指定文化財は 49 件、登録文化財は 220 件となる。 

 
 
 
 
１ 登録する文化財 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名称 北新井遺跡出土の縄文土器 

種別 有形文化財 員数 33 点 

所有者 学校法人根津育英会武蔵学園（練馬区豊玉上一丁目 26 番１号） 

所在地 練馬区豊玉上一丁目 26 番１号 武蔵高等学校中学校 

令 和 ６ 年 ２ 月 １ 日 

地域文化部文化・生涯学習課 
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北新井遺跡出土の縄文土器 33点 練馬区豊玉上一丁目26番１号 武蔵高等

学校中学校 

昭和 11 年(1936)に、著名な考古学者山 内
やまのうち

清男
す が お

の指導のもと、武蔵高等学校

の部活動である文化学部（現 武蔵高等学校中学校民族文化部）部員によっ

て、武蔵高等学校南側(豊玉北二丁目 13 番付近)の発掘調査が行われ、縄文時

代中期の２軒の竪穴住居址から多数の土器が出土した。 

本件は、この時出土した土器のうち、縄文時代中期中葉勝坂
かつさか

式土器 13 点（７

個体）、阿
あ

玉
たま

台
だい

式土器７点（１個体）、中期後葉加曽利
か そ り

Ｅ式土器 17 点（５個体）

の計 33 点（13 個体）で、いずれも関東における縄文時代中期の器形や文様が

典型的な土器群である。 

令和５年度練馬区登録文化財の概要 
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令和５年度練馬区文化財保護審議会答申 説明書(別紙) 

【登録】 
１ 名称および員数 

北新井遺跡出土の縄文土器 33 点 

２ 種別 

  有形文化財 

３ 所有者 

  学校法人根津育英会武蔵学園（練馬区豊玉上一丁目 26 番１号） 

４ 所在地 

  練馬区豊玉上一丁目 26 番１号 武蔵高等学校中学校 

５ 説明 

（１）概要 

昭和 11 年（1936）に、豊玉北二丁目 13 番付近の道路工事の際に遺跡が発見

され、考古学者山 内
やまのうち

清
すが

男
お

の指導のもとに、武蔵高等学校の部活動である文化

学部（現 武蔵高等学校中学校民族文化部）部員が調査を行った。この調査で、

縄文時代中期の２軒の竪穴住居址から、多数の土器が出土した。そのうち、縄

文時代中期中葉の勝坂
かつさか

式土器 13 点（７個体）、阿
あ

玉
たま

台
だい

式土器７点（１個体）、

中期後葉の加曽利
か そ り

Ｅ式土器 13 点（５個体）の計 33 点（13 個体）が、本件の

対象である。出土遺物は、武蔵高等学校中学校で保管されている。 
 
（２）時期・特徴 

本件の土器の年代については、勝坂３式土器と阿玉台Ⅲ式土器は約 5,000年

前、加曽利Ｅ１式土器はこれよりやや新しく、加曽利Ｅ４式土器は約 4,500 年

前となる。 

各土器の特徴は以下のとおりである。 

 時期 器種 遺存状態 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 器厚㎜ 

１ 勝坂３ 浅鉢 口縁から底部 19 ― 10.4 10～12 

２ 勝坂３ 深鉢 胴から底部 ― 10 15.3 10 

３ 勝坂３ 深鉢 口縁から胴下部 12.5 ― 21 10 

４ 勝坂３ 深鉢 胴部 19 ― 16.3 10 

５ 勝坂３ 深鉢 口縁から胴下部 13.7 ― 16.3 12 

６ 勝坂３ 深鉢 口縁から底部 18.1 10 16.3 12 



10 
 

①個体１～７（勝坂式土器） 

勝坂式土器は、神奈川県相模原市勝坂遺跡出土の土器を標式としており、粘

土紐で文様をつけるなど、意匠に富む特徴がある。１は、無文の浅鉢で、算盤

玉の器形である。口縁部に２個の補修孔がある。２は、胴部下半に半円形の区

画がみられる。３は、口縁部に１単位の把手があり、隆帯による渦巻文や三角

区画が作出されている。４は、完形に接合できた土器と小片が６点である。勝

坂式土器に特徴的な眼鏡状把手がある。５は、円筒形で、２単位の波状口縁の

下に円形の添付文があり、胴部では撚糸文上に三角形の文様が描かれている。

６は、バケツ状の器形で、口縁に１単位の円環状の把手と口縁部に４単位の把

手がみられる。７は、口縁部が膨らむ器形である。口縁に円環状の把手をもち、

口縁部に爪形文による文様がみられ、頸部から胴部下半にかけて縄文が施さ

れている。 

②個体８（阿玉台式土器） 

阿玉台式土器は、茨城県香取市阿玉台貝塚出土の土器を標式としており、茨

城県霞ヶ浦周辺から出土する土器で、ヒダ状圧痕文あるいは縄文地に結節の

沈線文による文様や、土器の胎土に金雲母が混入している特徴がある。本件は、

７点の破片で、うち４点が接合する大形破片である。縄文地に波状口縁があり、

波頂部に渦巻文、口縁と胴部に楕円区画がみられる。色調が武蔵野台地出土の

阿玉台式土器では珍しい灰褐色であることから、茨城県からの搬入品と考え

られる。 

③個体９～13（加曽利Ｅ式土器） 

加曽利Ｅ式土器は、千葉県千葉市加曽利貝塚Ｅ地点出土の土器を標式とし

ており、縄文や撚糸文がつけられる特徴がある。本件は、古い時期の加曽利Ｅ

１から新しい加曽利Ｅ4 までの土器である。 

 

 時期 器種 遺存状態 口径㎝ 底径㎝ 器高㎝ 器厚㎜ 

７ 勝坂３ 深鉢 口縁から胴下部 21.2 10.4 30.7 8～12 

８ 阿玉台Ⅲ 深鉢 口縁から胴部 ― ― ― 11～15 

９ 加曽利 E1 深鉢 口縁から胴下部 47.3 ― 30.8 13 

10 加曽利 E2 深鉢 口縁から胴下部 13.9 ― 14.2 8 

11 加曽利 E3 深鉢 胴下から底部 ― 6.6 15.3 11 

12 加曽利 E3 深鉢 口縁から胴下部 15.2 ― 15.3 8 

13 加曽利 E4 深鉢 胴部 ― ― 20 7～10 
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９は、復元作業により完形となった土器と破片が６点である。口縁部がやや

膨らむキャリパー形で、縄文地に、口縁部にはＳ字が連結するモチーフ、胴部

では蛇行する隆帯による文様がみられる。10 は、口縁部と胴部に連弧文がみ

られる。11 は、口縁から胴部上半が輪積みの部分で欠失しているが、縄文地

に横方向の沈線文がみられる。12 は、口縁部に２条の沈線文が巡り、器面全

体に縄文が横方向に施されている。13 は、接合できた土器と小片が２点であ

る。逆Ｕ字の区画内に縄文が充填されている。 

（３）発掘調査について 

豊玉北二丁目（旧 板橋区中新井町）周辺で、昭和 10 年（1935）に中新井

町第三土地区画整理組合が発足され、環状七号線、放射線第七号線（現 目白

通り）を中心とした道路整備および区画整理が行われた。開発工事に伴い、周

辺では土器や住居址が見つかっており、本件の土器が出土した遺跡も、昭和 11

年（1936）の道路工事の際に発見されたものである。武蔵高等学校は、昭和 12

年(1937)頃、これらの道路用地提供のための換地と潰地によって、現在の敷地

となった。発掘調査地は、武蔵高等学校の校地における細道路網第四号敷設に

ともなう潰地にあたる豊玉北二丁目 13 番付近、北新井遺跡の範囲である。 

発掘調査は、考古学者山内清男の指導のもと、武蔵高等学校の部活動である

文化学部（現 武蔵高等学校中学校 民族文化部）によって行われた。山内は、

昭和 11 年の雑誌『ミネルヴァ』に調査の概要を報告している。また、同年の

武蔵高等学校での山内の講演原稿と発掘調査の写真が、令和３年(2021)に山

内家から早稲田大学に寄贈され、調査所見がより明らかになった。調査では、

縄文時代中期中葉の勝坂式土器と後葉の加曽利Ｅ式土器が上下の層位ごとに

出土したとあり、出土状態から土器の新旧が確認された。また、これらの土器

は、廃棄された竪穴住居址の窪地に捨てられたという調査所見を残している。 
 
（４）山内清男（1902～1970）について 

山内は、日本の先史時代、縄文土器の編年大綱と細別を築いた。また、土器

の厚みに着目し、中期を「厚手式」、後期以降を「薄手式」とする時期区分を

行った。昭和 12 年（1937）に「縄紋土器型式の細別と大別」で、縄文土器を

早期・前期・中期・後期・晩期の５期に区分し、縄文土器の大別を発表した。

（後に、草創期を加え６期とした。）。昭和 14 年(1939)から昭和 16 年（1941）

にかけて刊行された『日本先史土器図譜』で土器型式の細別を行い、これが縄

文土器編年の基礎となった。 
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６ 登録の理由 

本件は、発掘調査の事例の少なかった昭和 11 年(1936)に、著名な考古学者

山内清男が行った発掘調査で出土した貴重な土器群である。いずれも関東に

おける縄文時代中期の器形および文様が典型的な土器群であり、価値が高い。 

７ 登録基準 

「練馬区文化財登録・指定基準」の第１「練馬区登録文化財」の１「練馬区

登録有形文化財」の（５）「考古資料」に該当する。 

８ 主要参考文献 

山内清男「武藏高等學校裏石器時代遺跡の發掘」『ミネルヴァ』５月号（第一

巻４号）、1936 年 

矢野清作「東京市板橋區中新井辨天の石器時代住居遺蹟」『考古学雑誌』30 巻

２号、1941 年 

山内清男「縄紋土器型式の細別と大別」『日本遠古之文化 山内清男・先史考

古学論文集』第一冊 補注付・新版、1967 年（原著『先史考古学』第１巻第

１号 1937 年） 

山内清男『日本先史土器図譜 図版・解説』、1967 年（初出『日本先史土器圖

譜第一部 関東地方Ⅰ～ⅩⅢ集』1939～1941 年 

学園創立 50 年史編集委員会編『武蔵五十年のあゆみ（旧制武蔵高等学校・武

蔵大学・武蔵高等中学校）』学校法人根津育英会、1972 年 

練馬区『練馬区史 現勢編』練馬区史編さん協議会、1981 年 

小林謙一『縄紋社会研究の新視点―炭素 14 年代測定の利用』六一書房、2008

年 

武蔵学園記念室編「旧制武蔵高等学校校友会記録抄（三）昭和十一年～二十一

年」『武蔵学園史年報』第 15 号、学校法人根津育英会武蔵大学・武蔵高等学校

中学校、2010 年 

亀岡岳志「東京の『里川』の変容～千川上水中新井分水の事例～」『武蔵高等

学校中学校紀要』第２号、2017 年 

谷川 遼 編『山内清男コレクション受贈記念 山内清男の考古学』早稲田大

学會津八一記念博物館、2021 年  

武蔵学園百年史刊行委員会『武蔵学園百年史 通史編』学校法人根津育英会武

蔵学園、2023 年 
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令和６年２月１日 

教育振興部保健給食課 

 

陳情第１号 ゲノム編集食品・植物を学校で使用しないことなどを求める陳情書 

 

 

 

１ 遺伝子とゲノム 

生物を構成する 1 つ 1 つの細胞には、ＤＮＡ（デオキシリボ核酸）と呼ばれる遺伝物

質が含まれている。ＤＮＡの中で、 

機能（生物の性質を決める働き）を 

持つ部分を遺伝子と呼ぶ。ゲノムと 

は遺伝子でない部分も含むＤＮＡの 

全体を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 様々な育種技術 

（１）従来の品質改良技術（自然界でも発生する事象） 

自然あるいは放射線照射等による突然変異によって異なる性質が得られる。 

【例】病気に強い梨、青臭さを取り除かれた大豆等多数 

要旨 

ゲノム編集技術応用食品（以下、ゲノム編集食品）は、遺伝子操作した遺伝子改変

食品であり、体や生態系への影響などが懸念されるため、以下の事項について要望し

ます。 

１．学校給食に使用する食品について、「ねりまのきゅうしょく」に「遺伝子組み換

えを含む遺伝子操作を行っていないもの」と明記すること。 

２ ランダム変異とゲノム編集 

交配や自然発生または、人為的に誘発

した突然変異を利用した従来育種では、

変異がランダムに起こる。そのため、標

的の遺伝子が変異する確率は非常に低い

のに比べ、ゲノム編集技術では、高い確

率で特異的に標的遺伝子に変異を起こす

ことができる。 
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（２）ゲノム編集技術 

人工酵素を用いて、狙ったＤＮＡの特定の場所を切断し、突然変異を起こし、計画

的に性質を変える。 

【例】血圧降下作用が期待されるＧＡＢＡを多く含むトマト、身を肉厚にしたマダイ、

成長が早いトラフグ、もちもちとした食感を高めたとうもろこし、 

2023 年時点 4 品のみ 

（３）遺伝子組換え技術（自然界では発生しない事象） 

他の生物の遺伝子をゲノムに組み込み、計画的に性質を変える。 

 【例】除草剤に強い大豆、害虫に強いじゃがいも、害虫・除草剤に強いとうもろこし、

2023 年時点９品のみ 

 

４ ゲノム編集食品の安全性確保の手続き 

ゲノム編集食品は、厚生労働省への届出を経て、安全性に関する情報の公表の手続き

が行われる。最終的に自然界または、従来の育種技術でも起こっている範囲内のものは

届出、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対象となる。さらに、そのうち遺

伝子組換え食品と判断された場合は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の

多様性の確保に関する法律」により表示基準の対象となる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※以上 出典 厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課「ゲノム編集技術応用食品を

適切に理解するための６つのポイント」および「新しいバイオテクノロジーで作られた食

品について」 
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５ 学校給食における練馬区と他の 22 区におけるゲノム編集食品の使用状況について 

使用状況 回答 

ゲノム編集食品を使用しない 4 区 

特に決めていない 18 区 

 （練馬区は、特に決めていない。） 



06623891
スタンプ

























ゲノムとは？1Point

ゲノム編集技術とは？3Point

組換えDNA技術とは？2Point

6つのポイント適切に理解するための

ゲノム編集技術応用食品を

　生物を構成する１つ１つの細胞には、DNA（デオキシ

リボ核酸）と呼ばれる遺伝物質が含まれています。DNA

は、ACGTで表現される４種類の塩基が連なった構造

をとっています。DNAの中で、機能を持つ部分を遺伝子

と呼びます。ゲノムとは、遺伝子でない部分も含むDNA

全体を指します。

　自然界では、放射線などによりDNAの切断が起こることがあります。生物はDNAの修復機能を持ちますが、正しく

修復されないと、塩基の挿入、欠失や置換といった変異が起こります。従来の育種技術では、こうした変異の頻度を上

げることで、多様な性質を持つ品種を作りますが、変異はランダムに起こります。

　ゲノム編集技術では、特定の塩基配列を認識する酵素

を細胞の中で働かせ、その塩基配列上の特定部位の切断

を行います。その後、生物のDNAの持つ修復機構が働き、

❶自然界においても起こり得る塩基の欠失、挿入、置換

❷１～数塩基の狙った変異

❸遺伝子などの長い配列の挿入や置換

といったDNA配列の変化が起こります。この技術を用いて

得られた食品が「ゲノム編集技術応用食品」となります。

　「組換えDNA技術」（いわゆる「遺伝子組換え技術」）

とは、ある生物から取り出したDNAを細胞外で操作し

た後、細胞の中のDNAに組み込む技術です。この技術

は、既に育種技術として応用されていますが、「組換え

DNA技術応用食品」（いわゆる「遺伝子組換え食品」）

の利用には、安全性審査が義務付けられています。

近年、農作物などの新しい育種技術として研究開発が進められている

“ゲノム編集技術”と、この技術によって作られる食品の食品衛生上の

取り扱いについて、適切に理解するための６つのポイントを説明します。
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ゲノム編集技術応用食品の基本的な取り扱い6Point

育種過程とは？5Point

ランダム変異とゲノム編集におけるオフターゲットとは？4Point

もとのDNA

標的遺伝子

ランダムな突然変異
（従来育種）

ゲノム編集

ゲノム編集
（オフターゲット有り）

オフターゲット

遺伝子組換え
挿入された遺伝子

※この資料は、平成31年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）「新たなバイオテクノロジーを用いて得られた

　食品の安全性確保とリスクコミュニケーションのための研究」の一部として作成しました。

【問い合わせ先】
厚生労働省　医薬・生活衛生局　食品基準審査課
TEL 03-3595-2341／FAX 03-3501-4868　E-mail ISESHINKAI@mhlw.go.jp

　交配や自然発生または人為的に誘発した突然変異

を利用した従来育種では、変異がランダムに起こりま

す。そのため、標的の遺伝子が変異する確率は非常に

低いのに比べ、「ゲノム編集技術」では、高い確率で特

異的に標的遺伝子に変異を起こすことができます。そ

れでも意図しない変異が起こることがあり、その変異

は「オフターゲット」と呼ばれています。遺伝子組換えで

は新たに遺伝子が挿入されます。

　農作物は、自然発生または人為的に誘発した突然変異を利用し、それらを掛け合わせることで品種改良が進められ

てきました。従来育種では、多くの意図しない変異が起こりますが、都合の悪い性質は育種過程（交配・選抜）で除か

れ、優れた性質を持つ品種となります。「ゲノム編集技術応用食品」においても、交配・選抜を経ることで、ゲノム編集で

生じる「オフターゲット」は取り除くことが可能です。

　薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会で取りまとめられた報告書を踏まえ、ゲノム編集技術

応用食品等の届出等の食品衛生上の取り扱いに関する制度は、次のとおりです。

【ゲノム編集技術応用食品の届出制度等に関するフロー図】

事前相談 届出／安全性審査

情
報
公
表
後
、
流
通
開
始　ゲノム編集技術応用食品を流通させる前に、開発者などは、まず厚生労

働省に事前相談を行います。

　厚生労働省では、当該食品が届出または安全性審査のいずれかの対

象に該当するか否かを専門家の意見を聴いた上で判断します。

　最終的に自然界または従来の育種技術でも起こっている範囲内の遺伝

子変化のものは届出、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対

象となります。

※必要に応じてその取り扱いなどについて、食品安全委員会へ諮問する

場合があります。

　届出と判断された場合、開発者などは厚生労働省に対し、届出を行い

ます。厚生労働省は、開発者などから届出された情報の一部を厚生労働

省のウェブサイトで公表します。

　安全性審査と判断された場合（ほとんどが「組換えDNA技術応用食品」

に該当）、食品安全委員会での食品健康影響評価を経ることになります。
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令 和 ６ 年 ２ 月 １ 日 

教育振興部教育指導課 

 

練馬区立学校における働き方改革の取組について 

 

区教育委員会は、平成31年３月に策定した「練馬区立学校（園）における教員の働き方

改革推進プラン」に基づき、サポート人材の配置や環境整備を進めてきた。 

教員が子供たちと向き合うための時間や授業の質を高めるための授業準備の時間を十

分に確保できるよう、令和６年度より、下記のとおり取り組むこととする。 

 

記 

 

１ 学校電話機の応答メッセージ設定時刻の変更 

従前 令和６年度以降 

・原則、幼稚園および小学校では

18 時 30 分、中学校では 19 時

に設定している。 

・原則、勤務時間終了の 16 時 45 分に設定する。 

・中学校において、部活動等がある場合、全生徒が下

校してから 30 分後（おおむね 18 時 30 分）に設定

する。 

・緊急時は、区役所代表電話で対応する。 

 

２ 土曜授業日の見直し 

従前 令和６年度以降 

・振替休業日を設定しない第二土

曜日の授業を年間８回（８月を

除く６～２月）実施している。 

・振替休業日を設定しない第二土曜日の授業を年間４

回実施する。 

・実施する月は、各学校が設定する。 

・従来どおり、第二土曜日の授業は学校公開とする。 

 

３ 通知表の所見の記載の見直し 

従前 令和６年度以降 

・所見の記載の回数については、

各学校が定めている。 

・所見の記載について、年度末の１回とする。 

・１学期および２学期は、個人面談等で保護者や児童

生徒に直接学習や生活の様子を伝える。 

・従前どおり、各教科の評価は毎学期行う。 

 



教員の働き方改革について

時間外在校時間

月45時間以内 および 年360時間以内

■ 月の時間外在校時間（令和４年６月）

【目標：45時間以内】【過労死ライン：80時間】

45時間以内 小学校：37.9％ 中学校：33.7％

80時間超 小学校：15.0％ 中学校：26.8％

■ 年間の時間外在校時間（令和４年度）

【目標：360時間以内】

【臨時的な事情がある場合の上限：720時間】

教員全体

副校長 若手教員（20代）

⑴ 教員の業務改善に向けた人材の配置

●副校長補佐の配置拡充

Ｒ２：３名 → Ｒ５： 98名（予定）

●スクール・サポート・スタッフの配置拡充

Ｒ２：32名 → Ｒ５：123名（予定）

●学校生活支援員の配置拡充

Ｒ２：155名 → Ｒ５：247名（予定）

●学校生活支援員（短時間勤務）の導入（Ｒ５から）

⑵ 業務改善に向けた教員の意識改革

●出退勤管理システム導入による勤務状況の提示

●好事例の周知および活用

⑶ 教員の業務を軽減する環境整備

●各種システムの導入

・統合型校務支援システム ・学校徴収金管理システム

・出退勤管理システム

・学校電話機への応答メッセージ機能

●教員用タブレットの配備 ●学校休務日の設定

●スクールロイヤーの導入 ●学校施設管理員の導入

⑷ 部活動のあり方の見直し

●「中学校部活動のあり方に関する方針」の策定

・週２日以上の休養日の設定

・長くとも平日２時間、休日３時間の活動時間

●部活動指導員の配置拡充

Ｒ２：３名 → Ｒ５：13名（予定）

⑴ 区における時間外在校時間の実態

⑵ 東京都公立学校教員採用候補者選考の受験
倍率の低下

■ 小学校

Ｈ30採用：2.7倍 → Ｒ６採用：1.1倍

■ 中・高共通

Ｈ30採用：7.1倍 → Ｒ６採用：1.8倍

１ 目標およびこれまでの取組

目標

教育委員会におけるこれまでの取組

３ 課題を踏まえた今後の取組２ 今後10年程度を見据えた際に直面する課題

⑴ サポート人材の配置・活用

●配置拡充（副校長業務や若手教員の支援など）

●効果的な活用事例の共有

⑵ ＩＣＴを活用した業務改善

●ⅠＣＴ環境の整備（学校内ネットワークのWi-Fi

化、校務用パソコンの更新）

●諸表簿の電子化

●各種会議・研修のオンラインの活用

⑶ 学校運営・行事等のあり方の検討

●学年内教科担任制の効果的活用の推進（小学校）

●勤務時間外の児童生徒対応のあり方検討

●土曜授業・宿泊行事のあり方検討

●学校休務日設定のあり方検討

⑷ 教員の意識改革

●勤務実態に基づいた働きかけ

●好事例を参考にした学校での取組の推進

⑸ 部活動のあり方の見直し

●地域移行に係る庁内検討準備委員会の立ち上げ

●ニーズ調査およびヒアリングの実施

「欠員の発生」や「質の高い教員の確保」などに
課題があり、今後教育の質の低下が懸念される。

国および都

教員の処遇改善

教員の確実な確保

区

教員が担う業務の

精選および効率化

0～360h

31.6%
720h～

18.0%

360～720h

50.4%

0～360h

6.0%

360～720h

46.5%

720h～

47.5%

0～360h

13.8%

360～720h

52.5%

720h～

33.7%

業務の精選および効率化に向けた取組



教員の時間外在校時間等の実態について

目標：時間外在校時間 月45時間以内 および 年360時間以内

(1)区における月ごとの時間外在校時間の割合

(2)区における年間の時間外在校時間（令和４年度）

( a 45時間以下の教員数の割合 b 45時間超かつ80時間以下の教員数の割合 c 80時間超の教員数の割合)

若手教員（20代）【小学校】 【中学校】

教員全体 【小学校】 【中学校】

720h超~

17.9％

360h超～

720h以下

50.5%

0h～360h以下

31.6%

720h超~

12.0％

0h～360h以下

33.7%

360h超～

720h以下

54.3%

720h超~

30.4％
0h～360h以下

27.2%

360h超～

720h以下

42.3%

副校長【小学校】 【中学校】

720h超~

44.1％
720h超~

54.5％

0h～360h以下

5.9%
0h～360h以下

6.1%

360h超～

720h以下

50.0%

360h超～

720h以下

39.4%

0h～360h以下

14.9%

0h～360h以下

9.8%

720h超~

27.8％
720h超~

54.3％
360h超～

720h以下

57.3%

360h超～

720h以下

36.0%

【前年度同月との比較】

○ 小学校

10月から翌年6月までについては、45h以下は割合増、80h超は割合減であり、全体的に時

間外勤務の状況に改善が認められる。

○ 中学校

小学校と比べて1月と2月で超過勤務した教員の割合が増加したものの、12か月のうち過半

数について時間外勤務の状況に改善が認められる。

【小学校】 (単位：％）

R3年度 R3/4月 5月 6月 7月 8月 R3/9月 10月 11月 12月 R4/1月 2月 3月

45ｈ以下 58.9 46.2 47.0 52.4 68.8 60.6 51.4

80ｈ超 4.1 9.3 8.6 5.4 1.6 3.5 5.8

R4年度 R4/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R5/1月 2月 3月

45ｈ以下 40.9 51.9 37.9 86.9 99.9 54.3 52.4 55.0 61.9 70.4 61.9 59.4

80ｈ超 9.8 4.9 15.0 0.9 0.0 5.2 5.7 4.5 2.7 1.5 2.7 2.8

R5年度 R5/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R6/1月 2月 3月

45ｈ以下 44.6 53.3 45.0 72.9 99.7

80ｈ超 6.4 2.8 7.9 1.2 0.0

【中学校】 (単位：％）

R3年度 R3/4月 5月 6月 7月 8月 R3/9月 10月 11月 12月 R4/1月 2月 3月

45ｈ以下 54.2 35.4 37.8 43.0 61.8 66.6 50.1

80ｈ超 12.7 27.7 25.4 16.9 5.6 4.4 13.4

R4年度 R4/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R5/1月 2月 3月

45ｈ以下 34.8 37.3 33.7 95.8 96.0 43.7 38.5 42.2 51.5 55.9 61.0 49.5

80ｈ超 23.1 23.9 26.8 0.5 0.2 19.9 24.2 20.3 10.0 8.9 6.0 12.8

R5年度 R5/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R6/1月 2月 3月

45ｈ以下 37.0 38.2 34.9 48.9 97.2

80ｈ超 20.6 22.2 24.7 13.2 0.3

黄枠：前年度と比較し改善が見られた月 青枠：前年度と比較し改善が見られなかった月



お子さまが練馬区立幼稚園、小・中学校に通われている保護者・地域の皆様へ

背 景

・子供たちと向き合うための時間や、授業の質を高めるための授業準備の時間を十分に確保できるよう、学校・教員の役割や働き方を見直し、教員の

長時間勤務を早急に改善することが必要です。

・平成31年３月、区は「練馬区立学校（園）における教員の働き方改革推進プラン」を策定し、これまで以下の取組を進めてきました。

教員の業務改善に向けた人材の配置

・事務、施設管理など、副校長が行っている業

務のうちの一部を行う副校長補佐を各学校に

配置しています。

・学習プリント等の印刷・配布準備、授業準備

や採点業務の補助などの教員が行う業務を支

援するスクール・サポート・スタッフを各学

校に配置しています。

・児童生徒に対する授業中や日常生活上の支援

などを行う学校生活支援員を各学校に配置し

ています。

現 状

・練馬区において、国が目標とする、勤務時間以外の在校時間が年間360時間以内の教員は、小学校で33.7%、中学校で27.2％にとどまっています。

・小学校で12.0％、中学校で30.4％の教員が勤務時間以外の在校時間が年間720時間を超えています。 （令和４年度 区調査結果より）

教員が子供たちと向き合う時間を確保するため、
学校（園）における働き方改革を推進しています。

教員の業務を軽減する環境整備

・学校徴収金や出退勤の管理システムを導入し、

副校長や教員の事務負担を軽減しています。

・教員用のタブレット端末を配備し、授業準備

等をしやすい環境を整えています。

・年５日程度、学校休務日を設定し、教員の

休暇取得促進を図っています。

・各学校が法的な相談を行うことができるス

クールロイヤーや夜間等の施設管理を行う

学校施設管理員を導入しています。

部活動のあり方の見直し

・令和２年３月、「練馬区立中学校部活動の

あり方に関する」方針を策定しました。

・方針では、週当たり２日以上の休養日を設

けること、長くとも平日は２時間程度、週

休日および長期休業中は３時間程度の活動

時間とすることとしています。

・生徒、保護者等にアンケートを実施し、部活

動の地域移行に向けた検討を進めています。

これまでの区の主な取組



子供たちの笑顔のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

・原則、勤務時間終了の16時45分に設定しま

す。（朝は８時頃解除となります）※１

・中学校では、部活動等がある場合、全生徒が

下校してから30分後（おおむね18時30分頃）

に設定します。

・お子様の交通事故や所在不明等の緊急時には

警察や消防に直接ご連絡ください。

・その他、緊急時は、練馬区役所代表電話まで

お問い合わせください。※２

区代表電話 (03)3993-1111

※１ 勤務時間は学校（園）に

よって異なります。

※２ 時間帯等によっては、翌日以降の対応

となることもあります。

練馬区の学校（園）は、
令和６年度から３点の取組を進めます！

・これまで年間で８回第二土曜日に実施して

いた土曜授業（振替休業日なし）を、年間

４回に変更します。

・第二土曜日の授業を実施する月は、各学校

が設定します。

・第二土曜日の授業は、引き続き、原則学校

公開となります。

・近隣の小中学校や地域との兼ね合いにより、

第二土曜日以外の土曜日に実施することも

あります。

・その他、運動会等の学校行事を

土曜日に行うことがあります。

（各学校で設定）

・これまで学校ごとに定めていた通知表の所見

の記載について、年度末の１回とします。

・１学期および２学期については、個人面談や

保護者会等で保護者の皆様やお子様に直接学

習や生活の様子をお伝えします。

（各学校で実施時期および内容等を設定し

ます）

・各教科の評価については、引き続き、毎学期

の通知表の中で伝えます。

【問い合わせ】練馬区教育委員会 教育振興部 教育指導課 電話(03)5984-5759

令和６年２月13日（火）から

３月29日（金）までを試行期間とします。

【取組２】土曜授業日の見直し（小・中）
【取組３】通知表の所見の記載の見直し【取組１】電話機の応答メッセージ設定

時刻の変更（幼・小・中） （小・中）



教
員
が
子
供
た
ち
と
向
き
合
う
時
間
を
確
保
す
る
た
め

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
へ
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
！

保
護
者
・
地
域
の
皆
様
へ

●
子
供
た
ち
に
効
果
的
な
教
育
活
動
を
行
う
た
め
に
は
、
教
員
が
健
康
で
生
き
生
き
と
働
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

子
供
た
ち
と
向
き
合
う
た
め
の
時
間
や
、
授
業
の
質
を
高
め
る
た
め
の
授
業
準
備
の
時
間
を
十
分
に
確
保
で
き
る
よ
う
、

学
校
・
教
員
の
役
割
や
働
き
方
を
見
直
し
、
教
員
の
長
時
間
勤
務
を
早
急
に
改
善
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
東
京
都
教
育
委
員
会
・
学
校
で
は
、
外
部
人
材
の
活
用
や
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
業
務
改
善
等
の
働
き
方
改
革
を
進
め
、

教
員
の
時
間
外
勤
務
は
改
善
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
依
然
と
し
て
長
時
間
勤
務
の
教
員
が
多
い
状
況
で
す
。

東
京
都
教
育
委
員
会
は
、
学
校
の
働
き
方
改
革
に
向
け
て
、
一
層
の
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

保
護
者
・
地
域
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

背
景

＜
教
員
の
１
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
例
（
小
学
校
）
＞

✔
教
員
の
勤
務
時
間
は

8時
15
分
か
ら

16
時

45
分
ま
で

（
※
１
）
で
す
。

✔
早
朝
や

16
時

45
分
以
降
は
勤
務
時
間
外
と
な
り
ま
す
。

✔
小
・
中
学
校
で
は

2人
に

1人
、
特
別
支
援
学
校
で
は

4人
に

1人
の
教
員
が
、
国
の
基
準
（
※
２
）
を
超
え
て

時
間
外
勤
務
を
し
て
い
ま
す
。

✔
中
学
校
で
は
、
過
労
死
ラ
イ
ン
（
※
３
）
を
超
え
て
い
る

教
員
が
、

4割
近
く
に
の
ぼ
り
ま
す
。

※
１

勤
務
時
間
は
学
校
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

※
２

国
の
基
準
：
１
か
月
当
た
り
４
５
時
間

※
３

過
労
死
ラ
イ
ン
：
１
か
月
当
た
り
８
０
時
間

教
員
の
勤
務
の
現
状

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0
0

11
:0
0

12
:0
0

13
:0
0

14
:0
0

15
:0
0

16
:0
0

17
:0
0

18
:0
0

19
:0
0

時
間
外

勤
務
時
間
（
8:
15
～
16
:4
5）

時
間
外

授 業 準 備

登 校 指 導 ・ 朝 学 活 ・ 朝 学 習

一 時 間 目

二 時 間 目

三 時 間 目

四 時 間 目

児 童 指 導 （ 中 休 み ）

五 時 間 目

六 時 間 目

給 食 指 導 ・ 清 掃 指 導

・ 児 童 指 導 （ 昼 休 み ）

終 学 活 ・ 下 校 指 導

休 憩 時 間

○
授
業
準
備
・教
材
研
究

○
提
出
物
の
返
却
準
備

○
成
績
評
価

○
行
事
の
準
備

○
保
護
者
の
相
談
対
応

○
個
別
の
打
合
せ

○
学
年
・学
級
運
営
の
事
務
等

※
中
学
校
等
の
場
合
に
は
、

部
活
動
指
導
に
も
従
事

都
作
成
保
護
者
宛
て
チ
ラ
シ



働き方改革の取組例

○夜間・休日、学校閉庁日の電話対応
・多くの学校では、留守番電話を導入しており、
夜間や休日、学校閉庁日には、電話がつながりません。
電話がつながらない場合には、翌日以降の勤務時間に
ご連絡をお願いします。
緊急対応を要する場合は、役所・警察・消防など
専門機関へのご連絡をお願いします。

○部活動改革（中学校等）
・子供たちの健康や学習時間を確保するため都教委が定めた
ガイドラインに基づき、週２日以上の休養日を設けるなど
しています。

・専門的な指導と魅力ある活動の機会の確保のため、部活動
指導員の活用や休日の部活動の地域連携・移行を進めてい
ます（指導員が試合等の引率を行い、教員が同行しない場合もあります）。

○学校行事の精選など
・学校行事をコロナ禍以前と同様に再開することを望む声も
ありますが、行事のねらいや子供たちの状況を踏まえて、
廃止・統合や規模の縮小、時間の短縮など、工夫をして
実施する場合もあります。

・お祭りなど地域の行事も再開されていますが、休日の場合
など、教員が参加できないこともあります。

○外部の力の活用
・登下校時の安全確保等については、保護者や地域の皆様
のご協力を引き続きお願いします。

・放課後の学習指導や、資料作成、授業準備など、教職員の
業務をサポートするため、支援員やボランティアなど、
教員以外のスタッフにご活躍いただいています。

子供たちの笑顔のため、働き方改革に対する皆様のご理解とご協力をお願いします！

サポーターを大募集！
東京都教育支援機構（TEPRO）では、放課後の学習指導や部活動指導、教職員の事務支援等に
ご協力いただける方を募集し、学校に紹介しています。ご協力いただける方はこちらへ

学校における働き方改革に関するお問い合わせ等はこちらへ
東京都教育庁人事部勤労課



 

令 和 ６ 年 ２ 月 １ 日 

教育振興部教育指導課 

 

令和５年度 練馬区立学校「東京都統一体力テスト」の結果について 

 

 

１ 調査の目的 

児童・生徒の体力が低下している状況に鑑み、練馬区の児童・生徒の体力・運動能力お

よび生活・運動習慣等の実態を把握・分析することにより、児童・生徒の体力・運動能力

等の向上に係る施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。 

 

 

２ 調査の対象 

練馬区立学校在籍の全児童・生徒 

 

 

３ 調査の期間 

  令和５年６月 

 

 

４ 調査の内容 

⑴ 体格および体力・運動能力 

  ア 体格 

○身長 ○体重 

イ 体力・運動能力 

○握力（筋力）  ○上体起こし（筋力・筋持久力）  ○長座体前屈（柔軟性） 

○反復横とび（敏捷性）  ○２０ｍシャトルラン（全身持久力） 

○５０ｍ走（スピード・走能力） ○立ち幅とび（瞬発力・跳能力） 

○ソフト（ハンド）ボール投げ（瞬発力・投能力・巧緻性） 

 ※ 小学生はソフトボール投げ、中学生はハンドボール投げ 

⑵ 生活・運動習慣等調査 

   児童・生徒の運動の状況、生活習慣の状況、運動への意欲等について質問紙調査によ

り実施 
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５ 調査の結果 

⑴「体力・運動能力」種目別平均点と総合評価平均点 

（令和５年度練馬区および令和５年度東京都） 

※ 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため調査を中止。 

※ 小学生はソフトボール投げ、中学生はハンドボール投げ。  

※ 令和５年度東京都は「令和５年度 東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣 

等調査」を活用。 

男子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         校種・学年 

調査項目 

小学校 中学校 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 

身長 

(cm) 

練馬区 117.1 123.4 128.7 134.4 139.9 146.1 154.2 162.0 166.8 

東京都 117.2 123.3 129.0 134.5 139.9 146.4 154.6 161.8 166.7 

体重 

(kg) 

練馬区 21.2 24.0 27.1 30.4 34.1 38.5 43.9 49.0 53.8 

東京都 21.2 24.0 27.1 30.6 34.1 39.0 44.4 49.3 53.8 

握力 

(kg) 

練馬区 8.8 10.5 12.1 13.9 16.0 18.8 23.4 28.4 33.4 

東京都 8.7 10.4 12.2 14.1 16.2 19.0 23.6 28.9 33.4 

上体起こし 

(回) 

練馬区 10.9 13.8 15.5 17.3 19.3 21.0 23.1 25.8 27.7 

東京都 10.9 13.6 15.7 17.7 19.3 21.2 23.2 25.9 28.0 

長座体前屈 

(cm) 

練馬区 25.7 27.4 29.6 31.1 33.9 36.4 38.6 42.1 45.8 

東京都 26.1 27.7 30.0 31.8 34.2 36.4 39.4 43.2 46.5 

反復横とび 

(点) 

練馬区 26.5 30.0 33.1 36.4 40.3 43.7 47.8 51.3 53.8 

東京都 26.3 30.1 33.6 37.2 40.8 44.3 48.7 51.8 54.4 

20ｍ 

シャトルラン 

(回) 

練馬区 16.9 25.0 31.6 38.2 45.6 53.0 65.5 78.1 82.6 

東京都 16.2 25.1 32.3 39.1 45.7 53.1 64.3 77.9 84.9 

50ｍ走 

(秒) 

練馬区 11.5 10.6 10.1 9.7 9.3 8.9 8.6 7.9 7.6 

東京都 11.5 10.6 10.1 9.6 9.3 8.9 8.6 7.9 7.5 

立ち幅とび 

(cm) 

練馬区 112.7 122.3 131.7 141.0 149.9 161.5 180.0 197.5 209.8 

東京都 113.2 124.0 133.8 142.5 151.6 163.1 181.0 198.3 211.6 

ボール投げ 

(m) 

練馬区 7.2 10.3 13.3 16.4 19.9 22.9 17.2 19.6 22.3 

東京都 7.4 10.5 13.7 16.8 19.8 23.2 17.4 20.4 23.0 

体力合計点

(点) 

練馬区 29.1 36.0 41.5 47.0 52.6 58.3 32.4 40.3 46.6 

東京都 29.1 36.4 42.4 47.8 53.1 58.9 32.7 40.9 47.4 

＊網掛け部分は東京都平均を上回るもの 

＊下線部は東京都平均を 0.5 ポイント以上下回るもの 

          校種・学年 

調査項目 

小学校 中学校 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 

身長 

(cm) 

H29 練馬区 115.7  121.7  127.4  133.4  140.0  147.0  152.4  155.4  157.0  

H29 東京都 115.9  121.8  127.6  133.6  140.3  147.0  152.4  155.4  156.9  

H28 全国 115.6 121.6 127.5 133.4 140.5 147.3 152.0 155.0 156.4 

体重 

(kg) 

H29 練馬区 20.6  23.1  25.8  29.0  33.1  38.1  42.9  46.7  49.4  

H29 東京都 20.7  23.1  26.0  29.3  33.4  38.3  43.1  46.6  49.1  

H28 全国 20.9 23.5 26.3 29.5 33.9 39.1 43.3 46.3 49.2 

握力 

(kg) 

H29 練馬区 8.5  10.2  12.1  13.7  16.2  19.2  21.5  23.5  24.7  

H29 東京都 8.5  10.2  11.9  13.8  16.2  19.1  21.5  23.5  24.7  

H28 全国 8.8 10.4 12.0 14.0 16.4 19.7 22.0 24.4 25.7 

上体起こし 

(回) 

H29 練馬区 10.8  13.7  15.9  18.1  19.6  20.6  21.8  24.5  25.1  

H29 東京都 10.8  13.6  15.7  17.8  19.4  20.6  21.8  24.1  24.9  

H28 全国 11.3 13.9 16.0 17.9 19.3 20.5 21.3 24.3 25.1 

長座体前屈 

(cm) 

H29 練馬区 28.0  30.6  32.7  35.3  37.8  41.0  42.5  43.9  45.6  

H29 東京都 28.4  30.7  33.1  35.4  38.2  41.2  42.6  44.9  46.5  

H28 全国 28.2 30.8 32.5 34.1 36.9 40.1 43.5 46.2 47.8 

反復横とび 

(点) 

H29 練馬区 25.2  28.7  32.7  36.3  39.8  42.9  45.9  47.0  47.3  

H29 東京都 25.6  29.3  32.6  36.7  40.4  43.0  45.8  47.1  47.6  

H28 全国 27.5 31.2 35.0 38.0 42.0 43.9 46.0 47.9 48.8 

20ｍ 

シャトルラン 

(回) 

H29 練馬区 14.4  20.8  26.3  33.6  40.5  46.2  51.4  57.2  58.2  

H29 東京都 14.3  20.8  26.5  33.4  40.5  46.2  52.3  57.5  57.3  

H28 全国 16.4 22.7 29.2 38.5 45.6 50.5 55.1 62.0 62.6 

50ｍ走 

(秒) 

H29 練馬区 11.9  10.9  10.3  9.9  9.5  9.1  9.1  8.8  8.7  

H29 東京都 11.8  10.9  10.3  9.9  9.5  9.1  9.0  8.8  8.7  

H28 全国 11.8 11.0 10.4 9.9 9.5 9.2 9.0 8.7 8.6 

立ち幅とび 

(cm) 

H29 練馬区 101.9  113.6  124.0  132.8  143.2  152.2  161.0  165.5  168.1  

H29 東京都 104.3  115.7  126.2  135.8  145.5  154.3  163.6  168.3  170.1  

H28 全国 107.4 117.8 127.6 138.9 148.0 156.4 166.3 172.3 174.9 

ボール投げ 

(m) 

H29 練馬区 5.3  7.2  9.0  11.2  13.2  15.2  11.2  12.4  13.1  

H29 東京都 5.3  7.1  9.0  11.0  13.1  14.9  11.1  12.5  13.3  

H28 全国 5.8 7.6 9.8 12.1 14.4 16.5 12.2 13.7 14.5 

体力合計点

(点) 

H29 練馬区 29.0  37.0  43.8  50.0  55.9  61.5  44.4  49.1  50.9  

H29 東京都 29.5  37.4  43.9  50.2  56.3  61.5  44.1  49.1  51.1  

H28 全国 31.2 38.5 44.9 51.3 57.4 62.3 46.2 52.0 54.3 
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女子 

      校種・学年 

調査項目 

小学校 中学校 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 

身長 

(cm) 

練馬区 116.2 122.1 128.1 134.4 141.4 148.0 152.8 155.5 157.0 

東京都 116.2 122.3 128.1 134.5 141.5 148.2 153.0 155.5 156.9 

体重 

(kg) 

練馬区 20.9 23.5 26.4 29.9 34.4 39.6 43.7 46.5 48.7 

東京都 20.8 23.5 26.4 30.0 34.6 39.7 43.9 46.6 48.7 

握力 

(kg) 

練馬区 8.1 9.9 11.5 13.4 16.0 18.9 21.1 22.9 23.9 

東京都 8.1 9.8 11.5 13.5 16.0 18.9 21.1 22.9 24.1 

上体起こし 

(回) 

練馬区 10.3 13.1 14.8 16.4 18.5 19.5 20.1 21.8 23.0 

東京都 10.5 13.0 15.1 17.0 18.5 19.6 20.2 22.0 23.0 

長座体前屈 

(cm) 

練馬区 28.2 30.4 33.1 35.5 38.6 41.8 42.9 44.7 46.5 

東京都 28.5 30.8 33.6 36.0 38.8 41.7 43.4 45.6 47.2 

反復横とび 

(点) 

練馬区 25.3 28.7 30.9 34.4 38.6 41.0 44.0 45.2 45.2 

東京都 25.3 28.9 31.7 35.5 39.0 41.7 44.7 45.9 46.6 

20ｍ 

シャトルラン 

(回) 

練馬区 13.4 18.8 22.6 27.4 33.6 38.0 44.0 50.4 48.7 

東京都 13.1 18.7 23.4 28.9 34.7 39.6 44.5 50.3 50.7 

50ｍ走 

(秒) 

練馬区 11.9 11.0 10.5 10.0 9.6 9.2 9.2 8.9 8.8 

東京都 11.9 11.0 10.4 10.0 9.5 9.2 9.2 8.9 8.8 

立ち幅とび 

(cm) 

練馬区 103.0 113.8 123.1 133.3 142.5 151.4 160.9 166.1 166.0 

東京都 104.9 115.3 125.0 134.9 144.6 153.1 162.8 167.4 169.4 

ボール投げ 

(m) 

練馬区 4.9 6.7 8.4 10.4 12.3 13.9 10.6 12.0 13.1 

東京都 5.1 6.8 8.6 10.5 12.4 14.0 10.7 12.1 13.1 

体力合計点

(点) 

練馬区 28.3 36.0 41.6 47.5 53.9 59.0 41.5 46.2 48.2 

東京都 28.7 36.2 42.5 48.6 54.5 59.6 41.9 46.8 49.2 

＊網掛け部分は東京都平均を上回るもの 

＊下線部は東京都平均を 0.5 ポイント以上下回るもの 
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⑵ 「体力・運動能力」種目別平均点の結果（平成 30 年度～令和５年度 練馬区） 
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⑶ 運動、体育・保健体育の授業に関する意識調査（平成 30 年度～令和５年度 練馬区） 

（＊設問に対する肯定的な回答の割合を表示） 

 

  

 

                       

 

 

 

 

 

⑷ 考察 

  ア 令和５年度における練馬区と東京都の結果比較 

（ア）  体力・運動能力の調査 

・身長および体重については、男女共に多くの学年において、東京都の平均と同程  

 度である。 

・「握力」「上体起こし」「50ｍ走」「ボール投げ」については、男女共に多くの

学年において、東京都の平均と同程度である。 

・「反復横跳び」については、男女共に東京都の平均を 0.5 ポイント以上下回る学

年が多く見られた。 

    ・「立ち幅跳び」については、男女共に全学年で東京都の平均を 0.5 ポイント以上            

下回った。 

     

％ 

％ 

％ 

点 
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イ 練馬区の結果における経年比較（過去５回 平成 30 年度から令和５年度） 

   （ア） 体力・運動能力の調査から 

    ・身長は、過去５回で一番高い数値を示している。 

    ・小学校においては男女共に、令和４年度と比較して、「上体起こし」「ボール投

げ」で数値が上昇している。 

・小学校男子においては、令和４年度と比較して、上記の項目に加えて、「長座体

前屈」の数値が上昇している。 

・中学校においては男女共に、令和４年度と比較して、「20ｍシャトルラン」で数

値が上昇している。 

・中学校男子においては、令和４年度と比較して、上記の項目に加えて、「上体起

こし」「反復横とび」「50ｍ走」「立ち幅とび」で数値が上昇している。 

   （イ） 生活・運動習慣等調査から 

    ・「運動が好き」について、肯定的な回答をしている割合が小学校は令和４年度の  

数値を上回っているが、中学校は令和４年度の数値を下回っている。 

・「運動をもっとしたい」、「体育の授業が楽しい」について、肯定的な回答を   

している割合が令和４年度の数値を上回った。 

     

  ウ アおよびイを受けて 

   ・令和元年度から３年度にかけて運動への意欲は低下したが、３年度から５年度に 

かけて、小中学校ともに改善傾向となった。特に「体育の授業が楽しい」について

肯定的な回答の割合が増加していることから、教員による体育・保健体育の授業改

善が進んでいると捉えている。 

   ・「体力合計点」が横ばいまたは低下している背景としては、生活習慣の変化により、 

スクリーンタイムが増えたり、運動への意欲が十分に高まっていなかったりして、 

子供たちの運動機会や運動時間が減少したことによるものと考えられる。 

     

⑸ 体力向上に向けた主な取組 

  ア 体力向上検討委員会における取組の啓発【新規】 

    ※体力向上検討委員会とは、「区立小中学校児童・生徒に向けて、生涯にわたっ

て健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するために必要な体力向上

の啓発を図るとともに、区立小中学校教員等に向けて、体力向上に関する指導

法の推進を行う。」を目的とし、小中学校長（２名）、体力向上推進の中心と

なる教員10名程度および指導主事で構成される委員会である。 

（ア）  モデル校による「投能力向上のための運動プログラム」の発信 

（イ）  保健体育科の授業における「日常生活でも取り入れられるペアストレッチおよび 

運動プログラム」の発信 

（ウ）  体つくり運動の指導方法に関する教員実技研修の実施 

（エ）  体力向上リーフレット作成・配付（教員対象） 

  イ 学校におけるゲストティーチャー等を招聘した体験活動、講演会等の実施【継続】 


